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第2章 重層情報社会の形成と通信

現在,我 が国においては,国 土 の均衡ある発展のために,多 極分散型

国土 の形成が必要 である。 これ は,全 国を均一 に とらえるのではな く,

それ ぞれの地域の特 性に応 じた施策 の展開が重要 であるとい う考 え方に

基づ くものであ る。 また,我 が国 は,GNPで みた経済規 模では世界経

済の1割 を超え るシェアを 占めるまでに達 してお り,国 際社会へ の貢献

が求められてい る。

このよ うな観点か ら,様 々な情報交流が行われてい る情報 圏及びそれ

を支える情報通信基盤についてみる ことにす る。

情報 の伝達,蓄 積 は,人 の移動(交 流)や 物 の流れ,企 業活動等の社

会経済活動の中で絶 えず行われ てお り,そ の情報 の内容 も生活情報や経

済情報等種 々の ものがある。

このよ うな情報 は,必 要 とされ る一定の範 囲内において,価 値を持 ち

交流が行われ てお り,こ の価値 を持 った情報交流が密に行われ る範囲内

で一 つの情報圏を形成 してい る。

この情報圏は,交 流す る情報 内容や情報交流 の広 が り等に よ り,世 界

規模,全 国規模及び地域の3種 類 の情報圏に分けてみる ことがで きる。

世界規模 の情報圏では,我 が国の国際化の進展に伴い.世 界の 二偽一

ス,経 済 ・金融情報,産 業情報等 の情報交流が行われ,国 際通信等 の整

備 とともに進展 している。

全国規模 の情報圏では,二 凸一ス,政 治 ・経済情報,産 業情報,各 個

人間の情報交換等の情報交流が行われ,郵 便,電 話,放 送等の情報通信
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基盤に支えられて進展 している。

地域情報圏では,生 活情報,地 方公共団体の行政情報,各 個人間の情

報交換等の生活に密着 した情報交流が行われている。

また,そ れぞれの情報圏において交流 している情報について詳細にみ

ると,例 えば,我 が国の代表的な観光地の情報は,全 国規模の情報圏に

とどまらず,世 界における情報 としても交流し,世 界規模の情報圏の情

報 ともなっている。また,姉 妹都市における地域と世界との情報交流に

みられるように,地 域情報圏と世界規模の情報圏の結び付 き も み られ

る。

このように,現 在の社会生活においては,世 界規模,全 国規模及び地

域の各情報圏が存在 してお り,こ れ らは重な りあいながら相互に関連を

もっている。現在の社会は,世 界規模の情報圏,全 国規模の情報圏及び

地域情報圏が重層的に重なる重層情報社会が形成されているとみること

ができる。

このように重層情報社会が形成されているが,各 情報圏の形成の段階

は異なっている。全国規模の情報圏は,既 に形成され,世 界規模の情報

圏は,地 域的な情報交流の偏在がみ られるものの,ほ ぼ形成されなお発

展を続けている。地域情報圏については,現 在,そ の形成の促進が要請

されている段階である。

世界規模の情報圏の進展を図ることは,国 際間の相互理解の促進や世

界の平和と世界経済の発展のために重要である。全国規模の情報圏の進

展は,我 が国全体の社会経済の発展に資するとともに,地 域間の情報交

流を促進 し,地 域間の情報格差の是正にも重要な役割を果たす ものであ

る。また,地 域情報圏の進展は,豊 かな国民生活の実現や各地域独 自の

発展に必要不可欠である。

国土の均衡ある発展のための多極分散型国土を実現するためには,重
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第2-1-1図 重層情報社会 の姿

層情報社会の各情報圏の均衡 ある発展を図ることが重要であ る。特に地

域情報圏の進 展は,東 京一極集中を是正す るとともに,各 地域 の独 自性

を生か した発 展につ ながる こととな る。

一方 ,重 層情報社会を形 作ってい る各情報圏を支えてい るのは情報通

信基盤であ る。重層情報社会 の進展を図るために,情 報通信基盤 の果た

す役割は大 きい(第2-1-1図 参照)。

現在,全 国規模の情報通信基盤 は,郵 便,電 話及び放送 にみ られ るよ

うにおおむね整備 されてお り,更 にそ の高度化 が求め られている。世界

規模 の情報通信基盤は,先 進国を中心 に進展 してお り,現 在,発 展段階

にあ ると考 えられ る。 また,地 域 の情報通信基盤は,テ レ トピア指定地

域等において,そ の萌芽 がみ られ るが,い まだ地域情報圏 におけ る十分

な情報交流 を可能 とす るもの とはな っていない。

本章 では,重 層情報社会 の形成 とい う観点 か ら,第1節 では現在 の情

報通 信の根幹 をなす全 国規模及び世界規模の情報圏や情報通信基盤 の現

状 を述べ,第2節 では,最 近特に動 きがみ られる地域を取 り上げ,地 域
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の情報 圏や情報通信基盤 の現状 を述ぺ,第3節 においては重層情報 社会

の抱 える課題 につ いて言及する。
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第1節 全国及び世界規模の惰報圏の進展

我が国の社会経済や国民生活の広域化及び多様化に伴い,全 国及び世

界的に展開されている情報通信に対するニーズは年々高ま りを見せ,ま

た,そ こに交流する情報についても多様化 している。

本節では,全 国及び世界規模の情報圏 とそれを支える情報通信基盤に

ついて概観する。

1全 国規模の情報圏と情報通信

(1)全 国規模 の情 報圏 と情報通信基盤

ア 全 国基模 の情 報圏の形成

いつ で も,全 国 どこか らでも,ど こへ でも必要 な情報の伝達が可能 と

なる情報通信基盤が整備 され,ま た,全 国的に情報交流が密に行われ る

ようにな った ときに,全 国規模 の情報圏が認識 され る。我が国において

は,明 治初期 に創始 された郵便,電 報 とい う全国規模 のネ ッ トワークの

完成 が,全 国規模の情報通信基盤 としての役割を担 うことに よ り,我 が

国の全国規模の情報 圏の基礎を形成 した。その後,社 会経済 の進展に伴

い,さ らには情報化 の 進 展 に 伴 い,全 国規模 の情報圏が形成されて き

た。

例 えば通信の各 メデ ィアの普及状況をみ ると,昭 和40年 代 までは各 メ

デ ィア とも急速に全 国に普及 しているが,50年 代に入 ると普及の伸びは

鈍化 して きている。 これ は50年 代 において全 国規模の情報圏がほぼ形成

された ことを示 してい る と考え られ る(第2-1-2図 参照)。

近年においては情報通信に対す るニーズが多様化 ・高度化 してきてお

り,こ れに伴 い,全 国規模 の情報圏においては情報交流の一層 の充実が



一132一

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

指
数

第2章 重層情報社会の形成 と通信

第2-1-2図 各通信メデ ィアの普 及状況
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図 られてい る。産業分野では既に情報通信の高度利活用 が行 わ れ て お

り,例 えば陸運業 では,コ ンピュータネ ッ トワー クを利用 し,受 付か ら

配達 まで荷物1個 ごとに状況を完全 に把握 し個別管理 してい る。一方,

情報化 の進展に伴い,情 報 の東京等への一極集中等 の問題点 も顕在化 し

て きている。

イ 全国規模 の情報通信基盤 の進展

全国規模の情報圏 を支 える情 報通信基盤には,よ り大量 の情報を,よ
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り早 く伝達す るための全国規模 のネ ッ トワークの形成が要請 さ れ て き

た。現在 では,郵 便 をは じめ として電気通信,放 送等 の多様 な全国規模

のネ ッ トワークが完成 してお り,欠 くことので きない情 報通信基盤 とし

て全国規模の情 報圏 を支えている。最 近においては,様 々なニーズに対

応 して既存 のネ ッ トワー クの高度化がみ られ るほか,衛 星放送 をは じめ

として多様化が進んでいる。

以下では全 国規模 の情報通信基盤 の うち,現 在,基 幹的 な役割を果 た

してい る郵便,電 話,放 送及び新聞についてその形 成過程 を概 観する。

(ア)郵 便

郵便については,明 治5年 にほぼ全国規模 の郵便 ネッ トワークが完成

した。その後,郵 便物数の増大に応 じた郵便局 の増設や,郵 便番号制度

の導入等に よ り作業 の効率化 を図 り送達 の迅速化を実現 して きた。郵便

物 の輸送につ いても,鉄 道輸送か ら自動車輸送へ,更 には航空機 に よる

輸送へ とその輸送手段を変遷 させ,主 要 大都市間 の翌 日配達を実現 させ

てい る。 さらに近年,多 様化 ・高度化 す るニーズに こたえ,ビ ジネス郵

便,超 特急郵便や従来の郵便 ネ ッ トワー クの枠を超 えた電子郵便等一層

のス ピー ドア ップを図 ったサ ー ビス も提供 されてい る。 この ように,郵

便 ネ ッ トワークは最 も基本的な情報通信基盤 と し て の 役割を維持 しつ

つ,そ のネ ッ トワー クの多様化 ・高度化 を図 って きてい る。

(イ)電 話

電話サ ービスは明治22年 に始め られたが,そ の普及は しば らくは 目覚

ましいものではなか った。

昭和20年 代後半 に入 ると,通 信手段 としての電話に対 する需要が大幅

に増加 した。 しか し当時 の我が国におけ る電話サ ー ビスは,電 話の積滞

と市外通話の待時接続が行われていた状況であ り,需 要 に十分に対応す

る ことが難 しく,電 話サ ー ビスが情報通信基盤 として,全 国規模 のネ ッ
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第2-1-3図 電話積滞数 の推移
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ト ワ ー クを 形 成 す る た め に は,積 滞 の 解 消 と市 外 通 話 の 即 時 化 を 図 る 必

要 が あ っ た 。

加 入 電 話 の 架 設 状 況 に つ い て み る と,積 滞 は,26年 度 末 で 約34万 も あ

っ た 。

30年 代,40年 代 前 半 も 積 滞 の 数 は 増 加 傾 向 に あ り,ピ ー クの45年 度 末

に は291万 に達 し た 。 そ の 後 の 増 設 の結 果,51年 度 末 に は23万 を 割 り,
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年間架設数 の1割 程度 まで減少 し,53年 度において完全に充足 した(第

2-1-3図 参照)。

市外通話 の接続状況につ いてみ る と待時接続が中心で あ り,20年 代に

おいては通話を 申 し込んでか ら接続 まで何時間 も待た される状況であ っ

た。

その後,37年 に東京一名古屋間 に初 めてダイ ヤル即時サ ー ビスが開始

され,39年 度 には6大 都市相互間,40年 には東京 と全 国県庁所在地間,

42年 度には県庁所在地相互間へ と自動即時化 が順次拡 大 さ れ た。そ し

て,54年3月 に ダイヤル即時化率は100%と な り,電 話サ ービスの全国

規模 のネ ッ トワー クの形成が完成 した。

現在においては,電 話サ ー ビスは電話回線 を利用 した ファクシ ミリ通

信や データ伝送等 の高度な利活用 も可能 とな り,全 国規模 の情報圏を支

える情報通 信基盤 としての重要 な役割を果 た してい る。

(ウ)放 送

現在はNHK・ 民放二本立 ての放送制度 となってお り,全 国規模 のネ

ッ トワー クとしてのNHKと,地 域社 会に基盤を置 く独立経営主体 とし

ての民放 の並立 とい う形 で発展 してい った。

28年 にNHKと 民放 がテ レビジ ョン放送を開始 したが,放 送局 は,N

HKが 東京,名 古屋及び大阪の3局,民 放は東京 に1局 であ った。31年

頃か ら地方都市へのテ レビ局設置が進み,32年 度末にはNHKが13局,

34年 度末には34局 と全国ネ ットワークを形成 してい った。 その後は全 国

規模の情報通 信基盤 としての役割を担い,62年 度末では,放 送 局 数 は

6,914局,受 信契約数 は3,195万 契約 とな っている。

一方民放は,県 域を単位 とした情報通信基盤 としての役割を果た して

い るが,ニ ュース等については,全 国的な情報通信基盤 として も機能 し

ている。
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(エ)新 聞

新 聞については,明 治3年 に我が国最 初の 日刊新聞 と し て 「横浜新

聞」が創刊 され た。そ の後,通 信及び交通 の発達 によ り,新 聞は全 国に

発展 したが,中 で も明治5年 の郵便制度 の確立は新聞 の販売網 の拡大に

大 き く寄与す る もので あった。また,日 清及び 日露 戦争に よ り,新 聞は

飛躍的な発展 を遂げ るとともに,各 社は地方支局を設置 し,新 聞はその

全国規模 のネ ッ トワー クを完成 させた。

近年,コ ンピ ュータに よる新聞製作 システ ムや デー タベース化 が導入

され るな ど,新 聞は全国規模 の情報通信基盤 としての機能 を更 に充実 さ

せてい る。

(2)情 報通信の多様化 ・高度化

既に述べた とお り,全 国規模 の情報 圏においては,基 幹通信ネ ッ トワ

ー クの充 実に よ り,我 々は,全 国 どの地域か らで も郵便や 電話等を利用

で きる。

これ らの基幹通信 メデ ィアの充実に加え,近 年 の様 々な二"一 メデ ィ

アの登場,多 くの通信事業者 による多様な通 信サー ビスの提供に よ り,

情報通信 の多様化 ・高度化が進 んでい る。

ここでは,全 国規模 の情報圏を支え る通信 メデ ィアの多様化 ・高度化

にっいて述べ る。

ア 電気 通信 メデ ィアの多様化 ・高 度化

郵便 と電話は・全 国規模の情報 圏においては,基 幹的な メデ ィアであ

る。 この二 つの メデ ィアの特性を比較す ると,郵 便は文 書等をその まま

輸送 す るた め・記録性はあ るが ・迅速性に乏 しい。逆 に,電 話は電気 通

信 に よ り即座に情報を送 受す る ことがで きるが,音 声 に よる情報 の伝達

であるため,記 録性に乏 しい とい えよ う。郵便 と電話 はそれ ぞれ の メデ

ィア として の長所 ・欠点 を補 う関係にあ ることが分か る。
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我が国の全 国規模の情報 圏は,こ の二つの メデ ィアが相互に欠点を補

完 しなが ら普及す ることで,そ の充実が図 られ てきた。

しか し,近 年 の我が国の社会経済 の活性化,国 民生活の質的な向上,

産業の情報化 の進展等に よ り,情 報通信 メデ ィア,特 に電気通信 メデ ィ

アに対 して,次 のよ うな新 しい機能が求め られ るよ うになった。

① 迅速 性 と記録性の 向上

② 高速かつ大量のデ ータを伝送 ・処理す る機能

③ 映像情報 の伝送

現在の電気通信 メデ ィアの多様化 ・高度化は,こ の ような機能 の需要

に応 じて展開されてい る。

(迅速性 と記録性の向上)

郵便 と電話の双方 の欠点 を補 うメデ ィアとして,ま ず登場 した のが,

ファクシ ミリであ る。

ファクシ ミリは,テ レックスの ように タイ ピングの必要がな く,文 書

をそのまま伝送す ることがで き,操 作が容易な メデ ィアである。47年 に

ファクシ ミリと公衆 電話回線の接続が認め られ て 以来,フ ァクシ ミリ

は,企 業を中心に急速 に普及 し,そ れに伴い端末 の生産台数 も,現 在で

は年間約433万 台に達 してい る(63年 生産動態統計)。

また,こ れ までのG皿 ファクシ ミリ端 末の品質,伝 送速度な どを飛躍

的 に向上 させたGIVフ ァクシ ミリ端末が,近 年実用化され,フ ァクシ ミ

リ通信の高 度化が図 られてい る。

さらに,最 近 では,家 庭用 の小型 ・低価格 のファクシ ミリ端 末や,フ

ァクシ ミリ機能 をもった電話機等が開発 されている。企業を中心 に普及

した ファクシ ミリは,今 後,一 般家庭 に も普及 し,重 層情報社会 におけ

る基幹通信 メデ ィアとして成長 してい くものと考え られ る。

(高速かつ大量のデータを伝送 ・処理す る機能)



一138一 第2章 重層情報社会の形成 と通 信

7ア クシミリ機能をも った電話機

企業への コンピュータの導入 及びその利活用の活発化等 に よ り,産 業

の情報化は進 展 してい る。企業 は,大 量 の惜報を蓄積 し,情 報 を加工す

るため,着 実 に コンピュー タの導入を進め,62年6月 末現 在,約31万5

千台(通 商産業省 「電子計算機納入下取調査」)の汎 用 コンピュー タが全

国で稼働 している。 、,

これ に伴い,コ ンピュー タと電気通信が結 合 した データ通信が,近 年

急速に発 展 してきた。

デー タ通信は,大 別す る と,公 衆回線を利用す る もの と,専 用線を利

用す る ものに分かれ る。公衆回線を利用す る ものに は,パ ソコンとパ ソ

コンとの間 の通信やパ ソコンと大型 コンピュー タを結 んで通信を行 うも

のがあ り,デ ータベ ースの検索等に用い られ ている。

専用線に よるデー タ通信 には,大 型 コンピー一タ どうしを結び,高 速

でデータの伝送を行 う場合が多 く,企 業内や企業 グルー プのネ ッ トワー
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ク化 に用 いられてい る。 また,専 用線 を利用 して,金 融業,証 券業,旅

行業等の多 くの企業がデータ通信ネ ットワークを形成 し,そ れ らのネ ッ

トワークは,大 量 の情報 を瞬時に処理 している。

データ通信 は,高 速で大量 の情報の伝送 に適 してお り,そ の利用範 囲

も幅広い。重層情報社会の発展に とって,デ ータ通信は一層大 きな役割

を果たす ことが期待 され る。

(映像情報 の伝送)

近年登場 して きたテ レビ会議 システムやテ レビ電話は,あ る程度低廉

な料金で,個 人の映像情報 の伝送 を可能 にした画期的な メデ ィア といえ

よ う。

我が国におけ るテ レビ会議 サービスは59年 に登場 し,企 業を中心に,

利用は着実 に伸びている。 また,テ レビ電話は,公 衆電話回線 を利用す

る静止画型 の もの と専用線 を利用す る動 画型 の ものが63年 に 登場 し,

注 目を集めてい る。
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テレビ電話システム(動 画型)
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これ らのサー ビスが可能 になった のは,① 通 信技術 の進歩に よ り,少

ない情報 量で,映 像情報を送れ るよ うにな った こと,② 端末価格が低下

した こと,な どが主た る理 由である。

これ らの映像情報の伝送 は,人 の面談に よる直接的 な意思疎通 の代わ

りとな り得 る ものであ り,テ レビ会議 システ ムや テ レビ電話 の登場は,

全国規模 の情報圏を一層密に し,通 信の持つ社会的な価値を高め るもの

であ る。

イ 放送 メデ ィアの多様化 ・高度化

ラジオ,テ レビに代表 され る放送 メデ ィアは,多 様な情報を極めて広

範 囲の人 々に同時に伝送 できる メデ ィアである。

しか し,放 送 メデ ィアは,基 本的には,情 報提 供者か ら視聴者へ の一

方 向の通信を行 うものであ り,視 聴者は 自分 に必要な情報を即座に求め

られ ない ことが,そ の短所 とい えよ う。 さらに,テ レビにっいては,受
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信環境 の良好でない地域が一部に存在す る ことが メデ ィアとしての問題

点 としてあげ られ る。

放送 メデ ィアの多様化 ・高度化は,メ デ ィアとしての質 の向上 と同時

に,こ れ らの欠点を改善す る方 向で進め られ てきた。

(テ レビジ ョン放送の高度化 ・多様化)

CATVは,テ レビの受信障害や難視聴 の解 消を 目的 として,30年 に

開始 され,そ の施設数は,62年 度 末現在,約4万4千 施設に達 し て い

る。

これ らのCATV施 設に対 して,通 信衛星を利用 して全 国に番組 ソフ

トを供給す る,ス ペース ・ケー ブルネ ッ ト構想が具体化 しつつ ある。

また,59年 に開始 された衛星放送 は,山 岳や高層 ビル等に よって,電

波が遮 られ ることが少ないため,CATVと 同 じ く,当 初は,テ レビジ

ョン放送の難視聴 の解消を主たる 目的 として開始 された。

しか し,62年7月 には,放 送に対す る高度化 ・多様化す るニーズに こ

たえるため,衛 星放送独 自番組の放送が 開始 され,こ れを機に,視 聴世

帯数は急増 してい る。

衛星放送は,ハ イ ビジ ョン放送やPCM(パ ルス 符号変調)音 声放送

等,現 在 のテ レビジ ョン放送や ラジオの中波放送 よ り.高 品質な放送を

行 うことも可能である。

CATVや 衛星放送 は,テ レビジ ョン放送 の問題点 を補 う目的 で 開始

された ものであ るが,独 自放送の提供 に よ り,ラ ジオ,テ レ ビ に 次い

で,全 国規模の情報 圏を支 える第3の 放送 メデ ィア として,今 後,発 展

が期待され る メデ ィアである。

(ラ ジオ放送 の高品質化)

ラジオ放送 については,音 質 の良い音楽放送等に対す る需要か ら,44

年にFM放 送 が開始 された。FM放 送に対す る需要は,年 々着実に増加
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してお り,現 在,29社(63年 度末)の 民間FM放 送事業者が放送 を行 っ

ている。

そ して,近 年 では,放 送衛星 を利用 した,FM放 送 の音質 を更に向上

させたPCM音 声放送 も考 えられ てお り,ラ ジオ放送の高品質化が図 ら

れてい る。

(効率的な情報提供)

60年 に開始 された文字放送 は,テ レビジ ョン放送 の電波 のす き間を利

用 して,テ レビジ ョン受信機に情報を表示す るものであ り,得 た い情報

をいつで も選択 でき,受 信で きるのが特徴であ る。63年 度 末現 在,23の

文字放送事業者に よ り,二 凸一ス,経 済情報,生 活情報 な ど,多 様な情

報 が全 国で提供 され てお り,受 信機の出荷台数 も63年12月 末には,約20

万6千 台に達 してい る。

また,63年 に開始 され たFM音 声多重放送 は,文 字放送 と同 じく,F

M放 送の電波 のす き間を利用 して,音 声情報 を送 る もので ある。

これ らの新 しい放送 メデ ィアは,既 存 の放送 メデ ィアを効率的に利用

し,新 しい情報提供源 とな ることを 目指す ものであ る。重層情報 社会 に

おいて,効 率的な情報提供が メデ ィアの多様化を促進 させてい る例 とい

え よう。

2世 界規模の情報圏と情報通信

(1)世 界規模の情報圏の進展

国際通信についても国内通信同様,明 治以来,国 際郵便 ・国際電報が

我が国の国際間における情報通信基盤の役割を担い,我 が国における世

界規模の情報圏の基礎を形成 した。その後我が国の国際化の 進 展 に 伴

い,世 界規模の情報圏が形成されてきた。現在では,国 際郵便,国 際電

報,国 際電話等はほぼ全世界 と通信が可能であ り,国 際放送に つ い て
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は,南 西 アジア地域 で受信状況が不安定なほかはほぼ全世界 で聴取が可

能である。 また,国 際間のテ レビジ ョン放送 の送受信 については,24時

間外国の 二凸一ス番組等の提供が行われ るなど,国 際間の情報 伝達が よ

り一層密にな ってきてい る。

最近においては,世 界規模 の情報圏において情報通信の高度利活用が

行われてい る。例えば大手銀行に おいては,専 用線を用い東京,ニ ュー

ヨー ク,ロ ン ドンを結ぶ三極あるいは これ に東南 アジアを加 えたネ ット

ワークを構築 し,フ ァクシ ミリ.コ ンビ晶一タ等に よ り業務関係情報 を

伝送 してい る。新 聞に関 して も,通 信衛星を介 した紙面の伝送が行われ

海外において も国内 と同様に情報が得 られ るな ど,世 界規模での情報交

流が活発に行われ ている。

このよ うに,世 界規模の情報圏 はほぼ形成 されて きたが,世 界規模 の

情報圏においては,先 進国 と開発途上国に対す る情報交流 の差にみ られ

るような地域 的な情報交流の偏在等,今 後解 決すべ き問題 も数多 くみ ら

れ,ま だ十分な情報圏 の形成には至 ってお らず,な お一層の充実が要請

され てい る。

(2)世 界規模 の情報通信基盤の進展

世界規模 の情報圏を支 える情報通信基盤iについて も,そ の情報圏 の充

実 に伴い,全 国規模 の情報通信基盤 同様 に,よ り大量 の情報を,よ り早

く伝達す るため の世界規模 のネ ットワー クの形成 が要請 された。 このこ

とか ら,多 様な ネ ッ トワー クが世界規模 の情報通信基盤 として形成 され

て きた。

ここでは世界規模 の情報通信基盤 の うち,国 際郵便 と国際電気通信に

つ いてそ の形成過程 を概観す る。

ア 国 際 郵 便

我が国の国際郵便は,米 国,英 国及び フラソスが本国 との通信のため
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に開設 していた外国郵便 局を利用 して,明 治5年 に開始 され,我 が国に

おいては じめての世界規模 の郵便 ネ ッ トワー クが形成 された。

その後,航 空郵便 の開始や ジ ェッ ト機 の導入,船 便 につ いて も コンテ

ナ船に よる郵便輸送 の開始等,輸 送時間の短縮 を図 ってきた。

近年 では,郵 便 ネ ッ トワー クの枠を超 えた電気通信 ネ ッ トワー クの利

用等,さ らに情報通信基盤 としてのネ ッ トワー クの充実を図 ってい る。

イ 国際電気通信

明治初期か ら昭和40年 代の後半 まで,我 が国の国際電気通信 の中心は

国際電報であ った。我が国の国際化 の進展に合わせ て着 実 にそ の取扱数

を伸ぽ し,情 報通信基盤 としての役割 を果た して きた。 しか し,44年 度

を境 に減少に転 じ,現 在 までその減少傾 向が続 いている(第2-1-4

図参照)。

日本経済 の高度成長 に伴 う企業活動 の国際化 を反映 して,そ れ までの

電報 に代わ り,よ り大量で よ り迅速 な伝達が可能 である国際 テ レックス

へ と国際電気 通信の中心は 移行 してい った。 国際 テ レックスの 取扱数

は,50年 代においては年平均15.1%の 増加を示 していた。 しか し,60年

代 に入 る とともに国際 テ レックスの需要は減少に転 じ,年 々減少傾 向を

強 めている。

国際電話 の取扱数 は,56年 度以降増加傾向が強 ま り,国 際テ レックス

が需要 を低下 させた60年 代は年 平均39,0%増 と急増 し,50年 代半 ば以降

か ら国際 テ レックスに代わ り我が国の国際電気通信におけ る中心 的な情

報通信基盤 となった。 これは,55年 に国際電話回線 を利用 した ファ クシ

ミリ及 びデータ伝送の取扱 いが開始 された ことに よ り,こ れ まで の国際

電報,国 際テ レ ックスに よって送 られていた ものが,簡 便,迅 速,大 量

に伝達で きるよ うにな り,国際電報,国 際テ レックスの需要 が国際電話に

急速 に移行 した ことが需要 の増加 に大 きく影響 してい ると考 え られ る。
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第2-1-4図 国際 電気通信の推移
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また,40年 代後半 までは,す ぺ ての通話はオペ レータが直接外国側 を

呼び出す半 自動運用 に よ り接続 されていたが,48年3月 に国際 ダイヤル

通話 が開始 され,オ ペ レータを経 由す るこ とな く直接外国を ダイヤル し

呼び 出す ことが可能 となった。 国際 ダイヤル通話が開始 された当初,我

が国か ら直接 ダイヤルす るこ とが可能 であったのは米国,西 独等14地 域

であ ったが,63年 末現在177地 域 に達 してい る。
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この よ うに国際電 話は,現 在,国 際郵便 と並び我が国 の世界規模 の情

報通 信基盤 としての中心的 な役割を果 た している。 さらに,近 年の国際

通信 に対す るニーズの多様化に こたえ,国 際間ISDNの 導入 な ど そ の

ネ ッ トワー クを多様化 ・高度化 させ ている。
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第2節 地域情報圏の形成と情報通信

郵便,電 話,放 送 をは じめ とす る全国規模 の情報通信 メデ ィアは,一

つの社会基盤 として既 に定着 してお り,現 在,特 に,地 域 の発展 に向け

た各地域 の情報通信基盤の整備 が求め られ,ま た重要 とな ってい る。

ここでは,地 域情報圏を地域特性 をもった情報交流が密 に得 られ る範

囲 としてとらえ,こ の地域情報圏及びそれを支 える情報通 信基盤や各地

域におけ る拠 点整備 の現状 な どを中心に述べ る。

1地 域情報圏の現状

(1)地 域惰報圏の形成

現在,各 地域 においては,拠 点 を中心 とする様 々な活動 が営 まれ,生

活情報や地域特性 を有す る情報等 の交流を通 して一つ の地域情報圏を形

成 している。 しか し,各 地域で形成 されている地域情報圏では,人 の移

動 に伴 う対話 や電話 をは じめ とす る全国的な通信 メデ ィアに よる情報交

流 が主 とな っている と考え られ,地 域 の情報通信基盤が整備 されていな

い地域 も多 く,ま だ十分な もの とは いえない状況 にある。

また,地 域 におけ る情報交流は,そ の目的 や情報内容に よって様 々な

形態が考え られ,通 勤,通 学等 を中心 とした生活 レベルの情報圏や,企

業活動や経済活動 を中心 とした よ り広 い情報圏等 のそれぞれのニーズに

応 じた地域情 報圏が形成 されている もの と考 え られ る。

このよ うな地域情報圏では,あ る程度 の産業集積や人 口集積 のある地

域 の情報拠点 を中心 とした圏域 が形成 されている。 この情 報拠点 の情報

通信基盤を整備 するこ とに よ り,そ の地域内の情報交流が一層活発化 す

る とともに,そ の情報交流 の範 囲は,次 第にその周辺地域 に拡大 し,地
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域 の活性化 につながるものである。 また,こ の地域情報圏 の 拡大 に 伴

い,隣 接す る地域情 報圏は,重 な り合 いなが ら発展 してい くもの と考 え

られ る(第2-2-1図 参照)。

第2-2-1図 地域情報 圏の形成
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(2)テ レ トピア指定地域 における地域情報圏の形 成

次に,テ レトピア指定地域 におけ るこの よ うな地域情報圏 の現状 を具

体的にみ ることにす る。

テ レ トピア構想は,地 域振興 における通信 の重要性を踏 まえ,モ デル

都市 に様 々な 二晶一 メデ ィアを導 入 し,全 国普及 の拠点 とす る と と も

に,地 域社会の振興 に資す る施策 として,58年8月 に郵政省が提唱 した

ものであ り,本 構想を 推進 し 地域の情報通信基盤を 整備す る ことに よ

り,地 域情報圏 の進展 が図 られてい る。

(テ レ トピア指定地域 と地域情報圏)
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テ レ トピアのモデル地域 の指定は,60年3月 に第1次 指定地域 として

20地 域 が指定 された。 その後順 次指定地域が追加 され,現 在70地 域が指

定 されている(第2-2-2図 参照)。

例 えば,諏 訪地域 広域市町村圏は,岡 谷市,諏 訪市,茅 野市,下 諏訪

町,富 士見町及び原村 の3市2町1村 に よ り構成 され てお り,政 治,経

済,社 会 のいずれの分野 において も,ま た,歴 史的 にみて も,圏 域 の一

体性は強 く,一 つの地域情報圏を形成 してい る。同広域市町村圏では,

共 同利用型 コンピュ・一タシステムに よるデータ通信網やCATV網 を基

盤 とした情報圏 を形成 している。 データ通信網は,地 域住民 の記録や 印

鑑登録 の手続 き等20項 目にわた る行政 事務の オ ンライ ンサー ビスに利用

されている。 また,CATV網 は,水 道 の 自動検針や水源池の集中監視

に も活用され てい る。

諏訪地域広域市町村圏に対す るテ レ トピアの地域指定 は,二_一 メデ

ィアの導入に よる圏域 のネ ッ トワー ク化を図る ことに よ り,こ の地域情

報圏の一層の発展 を 目指す ものである。

このよ うに,テ レ トピア指定地域においては,各 地域 内の交流等を通

して一つの地域情報圏が形成 され てお り,ニ ューメデ ィア等 の情報 通信

基盤 の導入は,地 域 の発展 を図る一つの手段 として期待 されている。

(地域情報 圏の発展)

テ レ トピア指定地域においては,ニ ュー メデ ィアを中心 に活発 なシス

テム構築 が行われつつあ るが,最 近,指 定地域 のエ リアの拡大 の動 きが

み られる。

北海道 の十勝地域は帯広市 を中心に発展 してきてお り,1市16町3村

で十勝広域市町村圏 を構成 し,生 活面,経 済面で密接 に結び付いている

地域 とな っている。 テ レ トピア指定地域 としては,帯 広市が指定 され て

いたが,既 に運用 されてい る農業情報 システムは,サ ー ビス提供地域が
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第2-2-2図 テ レ トピア指定地域
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富山市
金沢市

福井坂井地区広域市町村圏

(63年 度末現在)

大津市 ・草津市
田辺町 ・精華町 ・木津町

大阪市
岸和田市
神戸市

姫路市
伊丹市

御坊 ・田辺周辺広域市町村圏

ノ

愚
呉市

福 山市

山 口市 ・防府市 ・小郡 町

國
53徳 島東部広域市 町村圏

54高 松市

55松 山地方生 活経 済圏

56今 治市

57新 居浜市

九 州

58北 九州 市

59福 岡市

60久 留 米市

61伊 万 里市

62武 雄 市

63長 崎市 ・大村市 ・福 江市 ・

対 馬全 町 ・五 島全町 ・壱的

全町

64熊 本市 ・益城 町

65大 分市 ・別府 市

66日 田市

67延 岡市

68鹿 児島市

69国 分 市 ・隼人町

囲
70沖 縄県全域
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帯広市のみな らず十勝全域 にわ た ってお り,63年11月 に,テ レトピア指

定地域が十勝 広域市町村 圏に拡大 された。

この よ うに,十 勝地域 では,帯 広市 を情報拠点 とした地域の情報通信

基盤 の整備 に伴 い,圏 域が拡大す るとともに,地 域情報圏 の発展 が図 ら

れた一例 といえる。 また,今 後,情 報通信 システ ムを利用 した地域 内の

情報交流 の一 層の活発 化が期待 されてい る。

一方 ,横 浜市 にお いて も,当 初,み な とみ らい21事 業区域及 び周辺港

湾地域がテ レトピア指定地域 として指定 され たが,62年12月 に,新 本牧

地 区に まで拡大 された。大阪市においても,テ レ トピア指定区域 が南港

・北港地区か ら周辺産業集積地区更には大阪市全域 にまで拡大され てお

り,各 地域 において,地 域情報圏の進展 に伴 う周辺地域への圏域 の拡大

傾 向がみ られる。

2地 域情報圏の進展と拠点の整備

地域情報圏 の進展 を図るためには,拠 点における情報通信基盤 の整備

が重要 である。 ここでは,地 方 中枢 ・中核都市及び地方 中心都市等,地

域の企業 ・経 済活動 の中心 とな ってい る都市及び地域の通勤 ・通学等地

域住民 の生活の中心 とな っている都市等を 総 称 し て,地 域中核都市 と

し,こ れ らの地域 中核都市の拠点性について分析す る。

そ して,各 地域 の地域中核都市 において進 められている情報通信基盤

の整備 の現状について述べ る。

(1)地 域中核都市 と情報拠点

ここでは,地 域中核都市 の一例 として,県 庁所在都市 を取 り上げ,各

都道府 県の中での県庁所在都市の現状 を中心 に分析す る。

ア 地域中核都市 の拠点性

地域中核都市 の拠点性 につ いて,自 治省の 「住民基本台帳 に基づ く全
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第2-2-3表 各都道府県における県庁所在都市への集積状況 (単位:%)

都 道府 県 隙 庁所在都司 人 ・
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大
京
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松
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福
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熊
大
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道
森
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福
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栃
群
埼
千
束
神
新
富
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福
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長
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静
愛
三
滋
京
大
兵
奈
和
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
高
福
佐
長
熊
大
宮
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「住民基本台帳 に基づ く全 国人 口 ・世帯数表 」(自治 省),「61年 事業所統計」(総 務庁),

商業統計表」(通 商産 業省)に よ り作成

注)集 積状況は,各 県庁所在都市の数値/都 道府県 の数値に よ り算出。
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国人 口 ・世帯数表」,総 務庁の 「事業所統計」,通 商産業省の 「商業統計

表」及び経済企画庁 の 「県民経済計算年報」 によ り分析す る。

各都道府県の中での県庁所在都市への人 口,事 業所の従業者数及び小

売業年間販売額 の集積状況は,第2-2-3表 に示す とお りであ る。

(人口の集積)

63年3月 末現在,各 都道府県 の中での県庁所在都市への人 口の集積 が

50%以 上 の高 い都市は,東 京23区(69,8%)及 び京都市(55.9%)で あ

り,次 いで,横 浜市(40.7%),仙 台市(39.4%),広 島市及び高知市

(各36.9%)の 順 とな っている。

全国的 にみ る と,県 庁所在都市 の人 口の集積 は29,4%で あ り,一 部 の

例外はあ るものの,概 して人 口の集積性は高い と考 えられる。

(産業 の集積)

産業 の集積性を,一 例 として事業所の従業者数の集積 として とらえ分

析する。

61年 の各都道府県の中での県庁所在都市への産業 の集積 が50%以 上 の

高 い都市 は,東 京23区(85.0%),京 都市(66.2%)及 び大阪市(54.3

%)で あ り,次 いで,高 知市(48.2%),仙 台市(43.9%)の 順 となっ

ている。

全国的 にみ る と,県 庁所在都市 の産業 の集積 は39.8%で あ り,概 して

人口の集積以上 に産業 の集積が ある ことが分 か る。

(経済活動 の集積)

経済活動 の集積性 につ いて,60年 の小売業年間販売額及 び60年 度の県

内総生産を一 例に分析す る。

各都道府県の中での県庁所在都市へ の小売業年間販売額 の 集 積 状 況

は,東 京23区 が79,6%と 最 も高 く,次 いで,京 都市(68.1%),高 知市

(51.3%),大 阪市(49.4%)の 順 となってい る。
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第2-2-4表 政令指 定都市の市内総 生産 の県内総生産に対す る比率

(60年度)

都道 府県

北 海 道

神 奈 川

愛 知

京 都

大 阪

兵 庫

広 島

福 岡

都 市

L† 幌

横 浜

ーーノ 崎

名 古 屋

京 都

大 阪

神 戸

広 島

福 岡

北 九 州

県 内 総 生 産
(百万円)

12,888,987

19,005,009

2L,603,934

6,463,148

27,852,336

13,112,295

7,532,057

11,799,185

市 内 総 生 産
(百万円)

4,065,803

7,250,136

(3,823,663)

8,226,271

4,033,136

16,163,8互9

4,180,850

3,141,234

3,930,969

(3,053,930)

比
(%)

率

31.5

38.1

(20.1)

38.1

62.4

58.0

31.9

41,7

33.3

(25.9)

県 庁 所 在 都 市 平 酬 ■ 42.4

「県民経済計算年報」(経済企画庁)に より作成

(注)()内 は県庁所在都市以外の都市の数値

全国的にみる と,県 庁所 在都市 の小売業年間販売額 の集積は38.6%で

あ り,概 して小売業年間販 売額 の集積性は高 い と考 え られ る。

また,県 内総生産 に対す る政令指定都市の市 内総生産 の 占 め る 割合

は,第2-2-4表 の とお りであ り,京 都市 が62.4%と 最 も高 く,次 い

で大阪市(58.0%),広 島市(41.7%)の 順 とな っている。

政令 指定都市 かつ県庁所 在都市 に限ってみる と,そ の集積比率 は,す

べて30%以 上 の高 い水準 とな っている。

これ らの ことか ら,政 令指定都市をは じめ とす る県庁所在都市 におけ

る経済 活動 の集積性は,か な り高 いもの と推測 され る。

以上 述べた ように,地 域中核都市の一つ と考 え られ る県庁 所 在 都 市

は,人 口,産 業,経 済活動等の様 々な面 で その地域 の拠点 とな ってい
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る。

イ 地域中核都市 と情報通信

ここでは,地 域に展開 している全国の事業所 の うち,民 営(国,'日 本

国有鉄道及び 地方 公共 団体 の事業所 を除 く。)の 情報通信関連産業につ

いて,通 信業,放 送業及び情報通信関連 ソフ ト産業 を取 り上げ,こ れ ら

を中心 に各都道府県 の中での県庁所在都市 への集積状況について分析す

る。

61年 の各都道府県 におけ る情報通信関連産業 の従業者 の県庁所在都市

へ の集積状況 は,第2-2-5表 の とお りである。

(通信業)

61年 の各都道府県 の中での県庁所在都市への通信業 の従業者 の集積状

況は,東 京23区 が84.1%で 最 も高 く,次 いで,大 阪市(72.6%),金 沢

市(68.0%),京 都市(66.6%)の 順 とな っている。

一方 ,都 道府県 内の通信業 の従業者 の集積 が最 も低 いのは,前 橋市 の

19.3%で あ り,他 の県庁所 在都市 はす べ て20%以 上 の集積 性を示 してい

る。

全国的にみる と,県 庁所 在都市 の通信業 の従業者 の集積は50.5%で あ

り,通 信業の従業者 の集積性は,非 常 に高い ことが分か る。

(放送業)

61年 の各都道府県 の中で の県庁所在都市へ の放送業 の従業者 の集積状

況は,東 京23区 が98.3%で 最 も高 く,次 いで,仙 台市(93.6%),松 山

市(92.3%),高 松市(92.1%)の 順 となってい る。

また,都 道府県内の放送業 の従 業者 の集積が最 も低い浦和市で も37.2

%の 集積が あ り,70%以 上 の高い集積 のある都市は37都 市 と,全 体 の8

割以上を 占めてい る。r一

全 国的 にみ る と,県 庁所在都市 の放送業 の従業者 の集積 は83・1%に
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第2-2-5表 各都道府県における情報通信関連産業(民 営)の 従業者の県庁所在

都市への集積状況(単 位:%)
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(注)情 報通信関連 ソフ ト産業 とは,情報 サー ビス業及び ニュース供給業であ る。
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達 してお り,県 庁所在都市へ の放送業 の集積は,極 めて高 いことが分か

る。

(情報通信関連 ソフ ト産業)

情報通信関連 ソフ ト産業 とは,こ こでは情報サー ビス業 及びニ ュース

供給業をい う。

61年 の各都道府県 の中で の県庁所在都市への情報通信関連 ソフ ト産業

の従業者の集積状況 は,仙 台市 が96.6%で 最 も高 く,次 い で,高 知市

(95.1%),京 都市(94.0%),高 松市(93.9%),徳 島市(93.7%),東

京23区(93.5%)の 順 とな ってお り,各 都府 県 とも高い集積性 を示 して

い る。 また,都 道府県内 の集積が最 も低いのは,山 口市 の15.1%で あ

り,他 の県庁所在都市はすべ て20%以 上 の集積性 を示 してい る。

全国的にみ ても,県 庁所在都市 の情報通信関連 ソフ ト産業 の従業者 の

集積は81。3%に 達 してお り,放 送業に次いで高 い集 積があ る。

(第二種電気通信事業者 の集積)

63年12月 末現在 の第二種電気通信事業者 の本社 の県庁所在都市へ の集

積状況は,第2-2-6表 の とお りであ り,全 体 の78.9%が 県庁所在都

市 に集積 している。 大部分 の第二種電気通信事業者 は,各 地域 の拠点 と

なる都市等 に本社 を設置 してい ることが分 かる。

なお,第 二種電気通信事業者は,ま だ事業者数が少な く,都 道府県 に

よって事業者 数のば らつ きが大 きい ことか ら,各 都道府県の県庁所在都

市へ の集積性 の差 が大 きくなってい る。

以上述ぺたように,県 庁所在都市をはじめとする地域中核都市は,そ

れぞれの地域において拠点性を有 してお り,情 報通信の拠点 としての基

盤を備えている。情報通信関連産業は,県 庁所在都市をは じめとする地

域中核都市を中心に,人 口や産業等に比べて極めて高い集積があ り,こ
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第2-2-6表 第二種電気通信事業者の集積状況

(63年12月 末現在)
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れ らの情報拠点 を中心 と して,情 報通信基盤 の整備や情報交流 が行われ

ている。

(2)地 域 における情報通信基盤の整備

ここでは,各 地域 の情報通信基盤の現状 について述べ る。

ア テ レ トピア指定地域 におけ る情 報通信基盤 の整備状況

各テ レトピア指定地域 では,堆 域の情報通信基盤 となる各種 のシステ

ムの構築が進 め られ てい る。

テ レ トピア指定地域における情報通 信 システムの運用開始状況は,第

第2-2-7図 テ レ トピア指定地域のシステム運用開始状況
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第2-2-8図 メデ ィア別システ ム運用開始状況
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2-2-7図 の とお りであ り,平 成元年2月 末現在,56地 域 で120シ ス

テムの運用 が開始 されてい る(部 分運用 を含む)。 これは,テ レ トピア

指定地域の83.6%の 地域で既 に システムの運用 が開始 されている ことを

示 してお り,60年3月 に第1次 の地域指定 が行われ て以来,約4年 の間

に情報通信基盤 の整備が急速 に進んでい ることが分 かる。

テ レ トピア指定地域 におけ る情韓通信基盤 に関 しては,平 成元年2月

末現在運用 中のシステムで利用 されてい るメデ ィアをみ る と,ビ デオテ

ックスが40シ ステ ムと最 も多 く,全 体 の27.4%を 占めている。次 いで,

デ ータ通信 が33シ ステム(全 体の22.6%),CATVが23シ ステム(同
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15.8%),フ ァクシ ミリが16シ ステム(同11.0%)の 順 となっている

(第2-2-8図 参照)。

59年 度及び60年 度では,デ ータ通信を使 った システ ムが多か ったが,

61年 度以降,ビ デオテ ックスを使 った システムが多 くなっている。 これ

は,ビ デオテ ックスの システムを構築す るためには,ハ ー ド面 の整備に

加 えて提供す る情報 ソフ トの作成が必要 とな り,シ ステムの運用開始 ま

でに時間 を要す るためである。

また,運 用 されてい るシステムは,特 定 のメデ ィアに片寄 る こ と な

く,そ の 目的や情報内容等に応 じて各 メデ ィアの特性を生か した システ

ム構築が行われている。

例えば,十 勝広域市町村圏では,住 民総 合サー ビス システムが,CA

TV,デ ータ通信及 び ファクシ ミリによ り構築 されてお り,そ の うち窓 ロ

サ ービスについてはデータ通信及び ファクシ ミリ,地 域情報 ・教養講座

にっいてはCATVが 用い られ ている。 また,静 岡市 の地震 防災情報 シ

ステ ムでは,緊 急警報放送 システ ム,文 字放送,衛 星通信,防 災行政 無

等の様 々な メデ ィアが用 い られてい る。

テ レ トピア指定地域におけるシステ ム構築は,平 成 元年2月 宋 現 在

279シ ステ ム(運 用中の ものを含む)が 予定 され てお り,今 後,地 域情

報圏の進展や,地 域 の発展 に資す ることが期待 される。

イ 地域 におけ る高度な情報通 信基盤 の整備

我 が国 の都市の整備は,都 市基盤 の整備,産 業基盤 の整備,交 通 ・通

信基盤 の整備,生 活環境 の整備等様 々な面において行われているが,近

年,社 会 の情 報化 の進展を反映 して,主 要な地域中核都市 では,都 市開

発 の一一環 として大規模 な情報通 信基盤施設の建設計画が進 め られ てい る

(第2-2-9表 参照)。

地域中核都 市の中 でも,ブ ロック圏 の中枢的 な都市においては,衛 星
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第2-2-9表 都市 開発にお1ナる惰報通信基盤施 設の整備の例

開発地区 仙台駅
北部地区

開発対象
面積 8.4ha

東京都
臨海部

448ha

横浜市 名古屋笹島
臨海部 ・金城地区

186ha 4gha

肇灘 る騨 騰 購 鱒頚購 聖難 写鱒
アイバ 網 ジ 占 ン ト ビ ァイ パ 網 バ網

ル,光 フ ァイ

バ網

神戸市ハ ーパ 広島西部
一ラン ド地区 丘陵地区

23ha 3,840ha

高度情報セ ン
ター

衛星 通信地
球局,光 フ
ァイバ網

定未る
ビ

れ

一

さ

サ

供
信

提

通

ス

ISDNサ ー映像情報提 市民情報提供ISDNサ ー ビ企業 ・孝 術
ビス 供サー ビス サー ビス ス 研究 情報提

CATVサ ーLANサ ー地域管理 ・行 地区管理 ビジネ供 サー ビス
ビス ビス 政情報サー ビスサー ビス

麦ANサ ービ蒙韓 響難.。 べ.ス 巽ATVサ ービ
都市管理情報 アクセ スサー
サー ビス ビス

推進自治体 仙台市 東京都 横浜市 名古屋市
名古屋港管
理組合

神戸市 広島市

通信基盤施
設の完成予
定

1990年 代

中 ごろ

平成5年 度 平成12年 度 未定 平成4年 度 平成5年 度

通 信地球局,光 ファイバ網,高 度通信 セ ンターな どの高度な情報 通信基

盤 施設 を,都 市 の一 区画 に集中的に建設す る計画が多 くみ られ る。

これ らの基盤施設 を集中的 に建設す る理由は,主 として,

① 一体的な通信 システムと して集中的 に整備す ることに よ り,相 互に

効率性 を高め ることがで きること。

② 容易 に高度な通信サ ービスを提供す ることがで きるた め,公 共機関

や企業等を誘致 し易 くな る。多数 の公共機 関や企 業等 の立地 は,地 域

丁 情報 の集積 を生み
,当 該エ リアを地域情報圏 の拠 点 として,発 展 させ

る ことがで きること。

等が挙げ られ よう。

今後,ブ ロック圏 の中枢 的な都市は高度な情報通 信基盤 施設 の集中に
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よ り,ブ ロ ック圏 レベル の広域的 な地域情報圏 の拠点 となるもの と考 え

られる。

また,民 活法特定施設に よる高度な情報通信基盤 の整備 も進 め られて

いる。

民活法特定施設 に対 しては,政 府 か らの無利子融資や 日本開発銀行等

か らの出融資及び税制上 の優遇措置 を受け ることが可能 となる。

郵政省 の所 管施設 としては,現 在,① 電気通信研究開発促進施設,②

電気通信高度化基盤 施設,③ 衛星通 信高度化基盤施設,④ 多 目的電波利

用基盤施設,⑤ 特定電気通信基盤施設が あ り,郵 政省では以下 に述べ る

ような民活法特定施設 を認定 し,都 市 におけ る情報通信基盤 の整備を促

進 している。

(テ レコム リサ ーチパー ク)

テ レコム リサ ーチパー ク(電 気通信研究開発促進施設)と しては,平

成元年3月 現在,関 西文化学術研 究都市 内の国際電気通信基礎技術研究

所 が認定 されている。

国際電気通信基礎技術研究所は,電 気通信分野における基礎的 ・先端

的技術 の研究 開発拠点 として,平 成元年2月 に完成 した。現在,同 研究

所 には,自 動翻訳や光通信等に関す る4つ の研究機 関が収容 され,21世

紀に向けた高度 な通信技術の研究 が進め られている。

(テ レコムプラザ)

テ レコムプラザ(電 気通 信高度化基盤 施設)と しては,平 成元年3月

現在,5つ の計画が認定 され(第2-2-10表 参照),こ の うち富山市

民プ ラザ及び熊 本テ クノプラザにつ いては,平 成元年の夏期以降に運用

を開始す る予定 である。

富山市 民プ ラザ の場合,富 山市の市制100周 年の記念事業 として建設

が進め られてお り,地 域情報,芸 術情報,学 習情報等を住民に提供 し,
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国際電気通信基礎技術研究所(京 都府)

(注)テ レコム リサ ーチパ ー クは,電 気通信技術に関す る研究開発を

効果 的に行 うための施設である。電気通信技 術に関す る研究開発を行 う

ための施設 と,研 究開発 の推進及びその成果 の普及を図 るための会議場,

研 修施設等 の共 同利用施設が一体的に設置 され,地 域 の企業等が 自らの

必要 に応 じて電気通信技術に関す る研究 開発 を行 うことがで きる施設で

あ る。

二 一一メデ ィアを体験で きる 「情報 プラザ」,地 域 の放送 ネ ッ}ワ ーク

の拠点 となる 「サテライ トプラザ」 などの情報通信関連施設 と併せ て,・

生涯学習 の場 となる 「ラー ニソグセ ソター」,美 術品等 の展示 を 目的 と

した 「アー トギ ャラリー」な どの文化施設 が設 け られている。

(テ レポー ト)

テ レポー ト(衛 星通信高 度化基盤施設)と しては,大 阪南港地 区の大

阪 テ レポー トが,63年3月 に認定 されてい る。

大阪テ レポー トは,衛 星通信用 ア ンテナ と光 ファイバ網 及びそれ らを

結 ぶテ レポー トセ ンターか ら構成 され ている。衛星通信施設 は,6Mb/s

の通信容量 を持ち,国 内用及び国際用 の通信衛星 と通信回線を設定 で き

る。光 ファイバ網は国内通信回線 との接続 も予定 されて いる。 これ らの
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第2-2-10表 テ レコムプ ラザの建設計画

餐認定謹 所醜 季歪及び竣工 施 設 の 特 徴

富山市民プ ラ 富山県富
ザ 山市

(62年10月6日)

昭和63年1月
着工
平成元年12月
竣工予定

新 しい都市環境を創造 し,先 端 技 術,芸術
,情 報,生 涯教育にかかわ る諸活動を市民

が積極的に参加 して行 う場等を提 供 す る 施
設。市制IOO周 年記念事業で もある。

テ レコムプラ 滋賀県甲
ザ ヴィラ 賀郡水 口

(62年lO月6日)町

昭和62年10月
着工
昭和63年11月
一部竣工

業務施設 に相当す る双方 向CATV局 を核
に,町 の情報化推進のための拠点 施 設 とす
る。

ニ ュー メデ ィ 山 口県 山

ア プ ラ ザ山 口 口市

(62年10月6日)

昭和63年10月
着工
平成2年3月
竣工予定

山 ロテ レ トピアを推進す るための拠点施設
としてテ レ トピアの推進法人である第三 セ ク
ターが主体 とな って運営す る。県の情報化推

進 拠点 でもあ る。

熊本 テクノプ
ラザ

(62年10月6日)

熊本県熊本市 昭和63年1月着
工

平成元年7月
竣工予定

県有地 の遊休化に伴 う高度利用 を 図 る た
め,情 報 ター ミナル機能,情 報交流機能,ベ
ンチ ャービジネス等 の企業支援機能 を備えた

イ ンテ リジェン トビルを建設す る。

新居浜 テレコ 愛媛県新
ムプラザ 居浜市

(平成元年2月
28日)

平成元年4月
着工予定
平成2年3月
竣工予定

新居浜の情報化の核施設 として,ま たb恵
まれた立地(新 居浜駅前 の市の中心地)を 生
か し,商 業諸施設の集積効果 をね らった市の
シ ンボルであ る。

通 信施設 によ り,高 速 デ ィジタル専用回線サー ビスやテ レビ会議サ ービ

スな ど,高 度な通信サ ー ビスが提供 され る予定 であ る。

大阪テ レポー トは,63年6月 に第1期 工事が完了 し,施 設 の一部 は運

用 を開始 している。 現在,平 成元年10月 の全面開業 を 目指 して,残 りの

施設 の建設 が進め られている。

(マ ル チ ・ メ デ ィ ア ・ タ ワ ー)

マルチ ・メデ ィア ・タ ワー(多 目的電波利用基盤 施設)と しては,平

成 元年2月 に東京都 田無市 の田無 タワー及 び福岡県福岡市 の福岡 タワー

が認定 され た。

田無 タ ワーは,急 増す る無線通 信需要 に対処 し,併 せて,建 築物 の高

層化等 に よる無線通 信へ の電波障害 を軽減するこ とを 目的 として建設 さ

れ る多 目的電 波塔 である。
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テレコムプラザの概念図

(注)テ レコムプラザは,地 域におけ る電気通 信の高度化を推進す るため,高

度 な機能 を有す る電気通信及 び放送 システ ムを運用す る施設 と,地 域住民 ・企業

等 がニ ューメディアに接 し,利 用す るための展示 ・利用施設を併せ備 えた施設で

あ る。

田無 タワーは,固 定通信用 ア ソテナ82基,移 動通信用 アンテナ80基 を

備 え,地 域の陸上移動無線通信,防 災行政用 通信な どを行 う。 また,地

域住民の無線通信 の理解促進 のた めの展示 施設 も併設 されてい る。運用

は,平 成元年7月 に開始 され る予定であ る。

福 岡タ ワーは,テ レビジ ョン放送の送信,地 域 の行政無線,地 元企業

への高度 な無線通信サー ビス等を提供 す るための基盤施設 である
。

福 岡タ ワーは,陸 上移動通信用 アンテナ14基,放 送番組及び データ伝

送用 ア ンテナ34基,テ レビ中継用 アソテナ7基 を備 え,平 成元年3月 に

完成 した。今後,テ レビジ ョン放送や,移 動通信 に利用す るため準備を
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大阪 テレポー トの衛星通信用ア ンテナ(大 阪市)

/ド

(注)テ レポー トは,地 域開発計画に より,都 市又は港湾に,高 度な機能を有

する衛星通信地 球局,電 気通信中枢センター,イ ンテ リジ ェン トビル等 を集中的

に整備す る施設である。

進 めてい る。

これ まで述ぺ た とお り,地 域 の中核都市においては,多 様 な情報通 信

基盤施設 の建設 が進 め られ,そ の運用 が開始 されてい る。

これ らの施設 は,そ れぞれの地域 の文化 ・経済 ・生活等 の 実 状 に 応

じ,施 設 の規模や設備 内容等が決 め られ て油 り,今 後 とも,地 域特性 に

応 じた活用 が図 られてい くであろ う。

郵政省では,情 報通信基盤開発構想等に基 づ き,今 後 も積極的 に地 域

に応 じた拠点 の整備 を促進 してい くこと としている。
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田無タワー 福 岡タワー

砂轡 ・.吻 勿 聾

'・1、喚 ・%・

(注)マ ルチ ・メデ ィア ・タワーは,地 域 において,電 気通信業,放 送業,各

種 の自営通信 な ど多様 な無線通信サー ビスを行 うための拠点 とな る無線 通信業務

施設 と,電 気通信 システムに関す る展示施設,研 修室,会 議室な どを備えた共同

利用施設か ら構成 され る。

3地 域情報圏の進展と地域の活性化

地域 中核 都市を中心 とした地域情報圏の進展 とともに,各 地域 では様

々な情報通信 システ ムが構築 されてい る。 そ して,こ れ らの情報通信 シ

ステムの地域社会 における産業面,文 化面,社 会面 での活用は地域 の活

性化 を促 している。

ここでは,テ レ トピア計画 の指定地域等 を中心 として,地 域 の情報通

信 システムが,地 域 におい てどの よ うに活用 され,ど の よ うに役立 って

いるかを具体 的に紹介 し,地 域情報圏の進展 と地域 の活性化 につ いて述

べ る。
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(1)地 域 の産業面における活用

(ビデオテ ックス在宅注文 システム 大分県大分市)

大分県 大分市 で62年6月 に運用 を開始 した,住 宅団地 日用品購 入 シス

テ ムは,ビ デオテ ックス端末機 とバ ーコー ドリーダーに よ り,一 般家庭

か らの 日用品 の在宅注文 を可能 にす るシステムであ る。

ビデオテックス在宅注文システム(大 分市)

鱗
肋量

毎
脇

レ
監
}乞
厚ー

}

監

.駈
海 警

このシステ ムは,電 話 に よる在宅注文 に比べて,加 入者 は,自 分 の注

文内容 をテ レビ画面 で確認 でき,バ ー コー ドリーダーに よ り簡単 に注文

で きる点が特徴 である。

利用 者に とって は,毎 日,家 庭 で必要 とされる食料品,日 用雑貨な ど

を,家 庭 か ら手軽 に注文で き,買 い物 のために外出する時間を効率的 に

使 うことがで きる。特に,高 齢者 の家庭や共稼 ぎの家庭 に対 しては便 利

なシステ ムといえ よう。

同 システムの加入世帯数 は,開 始後紳2年 で約1・000世 帯(平 成元年

3月 末現在)で あ り,現 在 も増加を続 けてい る。
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また,事 業者 に とっては,品 物 の一括注文 が増え,売 上 げ の増加が期

待 できるこ とに加 えて,品 物 の受注状況 の把握が容易で あ り,作 業 の効

率化が図 られている。

この ように,ビ デオテ ックスを利用 した在宅注文 システ ムは,住 民の

生活利 便を向上 させ る とともに,地 元産業 の経 営の効率化 を促進 しf地

域 の活 性化 を もた らしている。

(観光情報 システム 岐阜県高 山市)

岐阜県高 山市 では,ビ デオテ ックス及びパ ソコソ通信等 を活用 して,

地域 の観光事業や産業 を振興す るため,61年11月 か ら飛騨高 山観光産業

ビデオテ ックス街頭端末(高 山市)

、1

灘 耽'".

釜'一一 竃 簿

蕊舞諺羅 灘 瞳

ご㌔鞠 磯 縮
懸難 ∴零 裁 麟 、、
蹴綴 磁繍 鵬 藷 ・ 拶 ・、・'㌧/∴
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臨 遜 一 ぞ㌻1
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振興 システ ムの運用を開始 した。 この システムに よ り,高 山 市 の ホ テ

ル ・旅 館等の空室情報や土産物情報等が29台 の街頭端末に よ り提供 され

ている。

この システムは,ビ デオテ ックスの利点を生 か し,宿 泊 施設や物産店

の情報を地 図や イラス トに よ り,利 用者 に分 か り易 く提供 することがで

きる。 また,加 入者端 末か らの観光情報 の入力 も容易なため,情 報提供

者に よる情報 内容 の更新 も早 く,多 様 な情報が蓄積 されている。

平成元 年1月 末現在.高 山市内の宿泊施設,飲 食店,土 産物店193団

体 の情報が提供 されてお り,1か 月当た りの利用画面数 も約47万 画 面

(63年8月 時)と 多い。 しか も,こ の うち利用画面の約70%が 市外 か ら

の利用 によるものであ り(第2-2-11図 参照),高 山市 の観光事業 の

振興に効果 を上げている。

旅館での空室情報の入力(高 山市)

諺鞍
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第2-2-11図 飛騨高山観光産業振興 システムの

利用画面数 の内訳

東京

その 他の道 府県

31.9%

高 山市 内

33.2%

・ 山

皮阜県 31 5% ㌔

京

4%
、

飛騨高山テレトピア(株)資料による。

(2)地 域の文化面における活用

(図書館総合 サー ビスシステ ム 愛知県豊 田市)

愛知県豊田市 が構築 を進 めている図書館総合 サー ピスシステムは,図

書館の貸 出業務,利 用統計等の業務 の電 算化 と,デ ータ通信網 によ り市

内の図書館を結 び,相 互 に書籍 の検索を行 うことを 目的 としている。

60年10月 の運用 開始以来,ネ ットワー クの拡大を進 め,現 在,市 内 の

5つ の図書館にあ る42万4千 冊の書籍 について,各 図書館か らの検索が

可能 となってい る。

また,国 立国会図書館 の図書データや新刊本 の情報 を合わせ てシステ

ムに入力 しているため,市 販 されている書籍のほ とん どにつ いて検索す

るこ とがで きる。

63年 度 の月間平均検索回数は,5,476回 であ るが,豊 田市 では,今 後,

更に ネッ トワー クの拡 大を図 り,地 域 の文化情報 の交流活性化 を促進す

ることとしている。
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(都市型CATV東 京都文京 区)

東京都文京 区の文京 ケープルネ ッ トワー クは,各 種の多様 な番組 の提

供 とともに,地 域 の生活 ・文化情報の,よ り密接 な交流を 目指す都市型

CATVで ある。

文京 ケーブルネ ッ トワー クの場合,文 京区を対象 に26チ ャンネル(自

主放送13チ ャンネル,再 送 信13チ ャンネル)の 有線 テ レビジ ョン放送 を

提供 し,そ の うち1チ ャンネルを使 って7,600世 帯(63年12月 末現在)

に地域情報を提供 してい る。 その内容は,市 政情報,地 域生活情報等で

あ り,地 域住民 の視聴 も多い。

中でも,区 民の出演 によ りタウン情報の紹介を行 ってい る番組は,視

聴者に好評を得 ている。

(3)地 域 の社会面における活用

(水道 の遠隔 自動検針 システ ム 諏訪地域広域市 町村圏)

諏訪地域広域市町村圏では,49年 か ら レイ クシテ ィ・ケーブル ピジ ョ

ン(株)がCATV網 の建設 を積極的に進 めた結果,平 成元年3月 現在,

ケーブル総延長約1,000km(う ち光 フ ァイバ ヶ一ブル50km),加 入世

帯数約4万2千 世帯 とい う,我 が国でも有数 のCATV網 が構築 され て

いる。

同市町村圏のCATV網 は,再 送信や 自主放送等 の多彩な映像情報を

提供 しているが,岡 谷市では,こ のCATV網 を利用 して,水 道 の遠隔

自動検針や水源地 の集中監視を行 ってい る。

水道 の遠隔 自動検針 システ ムは,市 内564か 所の家庭 ・企業 を結び,

61年4月 か ら試験的 に運用 されている。 このシステ ムでは,給 水量 をコ

ンピュータに よ り把握 し,漏 水,水 道 メータの凍結障害及び水没障害を

早期に発見す ることができる。 また,CATV網 を利用 す るため,新 た

なデータ回線網を構築す る必要 がな く,各 家庭 を検針 のために巡 回す る
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データ回線に接続 された水道 の検針 メーター(岡 谷市)

岬 馳

検針員が不要 にな るな ど,経 済的な利点 も多 い。

また,同 市 では,CATV網 を 利用 して,水 源 の集中監視 システムを

59年 に構築 し,水 源 の高度 な運用 ・管理 のため の基礎 デ ータの収集,水

源地 の異常事態に対 する迅速な対応 に活用 している。

この ような情報通信 システ ムを活用 した,公 共事業の効率化 は,地 域

住民の生活利便 の向上を もた らし,地 域の活性化を もた らしている。

(4)地 域情報圏の拡大 と地域 の活性化

これ まで紹介 したよ うに,各 地域では 情報通信 システ ムの 構築に よ

り,地 域 におけ る多様な情報 の交流が活発 化 し,地 域情報 圏は充実 し,

拡大 してい く。そ して,地 域情報圏が充実 し,拡 大 してい くことで,地

域 は,産 業,生 活,文 化等様 々な面で活性化 し,ひ いては地域 の発 展が

促進 され てい くもの と考 えられ る。

前述 した とお り,ビ デオテ ックスに よる在宅注文は,よ り広 い地域 に

多様 な商 品情報 を提供 し,住 民 の生活利便を向上 させる とともに,地 元
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産業の経営の効率化を促進 し,地 域の活性化を もた らしてい る。図書館

ネ ッ トワー クに よる書籍情報 の提供は,よ り多数 の地域住民 に対 し,よ

り多 くの書籍 情報を提供 し,地 域文化 の向上 に貢献 してい る。 また,水

道 ・ガス等 の公共 サー ビスの検針情報 の効率 的収集は,地 域住民 の生活

利便 を向上 させ,公 共事業 をよ り一層充実 させてい る。

地域 におけ る情報通信 システ ムは,ま だ立上 が りの段階 であ り,そ の

質的な向上は,今 後 の課題 であ る。 しか し,情 報通信 システムに よる地

域の活性化は,着 実 に実を結 びつつあ る。

今後 もこの よ うなシステ ムの構築 によ り,地 域情報圏の拡充 を進め,

それぞれ の地域の発展に よ り,我 が国全体 の発展 に結び付 けていかねぽ

な らない。



一176一 第2章 重層情報社会の形成 と通信

第3節 重層情報社会の進展に向けて

これ までみ てきた よ うに,重 層情報社会が形成 されているが,各 情報

圏 の形成の段階は異 っている。

全国規模 の情報圏については,既 に形成 され,そ の充 実が求 め られ て

お り,世 界規模 の情報 圏はほぼ形成 され てきたが,ま だ十分 な形成 には

至 っていない。地域情報圏にっ いては,現 在,そ の形成を促進 す ること

が要請 されている。

このよ うな状況を発展 させ,真 に社会に貢 献す る重層情報 社会を形 成

してい くに際 しては,現 在,数 々の課題があ り.こ れ らの課題の克服が

重層情報社会の進 展に不可欠 となってい る。

ここでは,重 層情報社会を実現 させ,そ して,そ れ を進展 させ るため

の課題 を整理 し,重 層情報社会の発展 のための方策 につい て記述す る。

1重 層情報社会の進展のための課題

(1)地 域情報圏の進展のために

現在,各 地において,い くつかの地域情報圏が形成 され てい るが,そ

れ らの地域 について もまだ十分 とはいえない状況で あ り,ま た,は っき

り地域 情報圏が認識 し得ない地域 も多い。

地域情報圏 については,現 在その形成 を促進す ることが強 く求め られ

てお り,そ のための課題 として,次 の よ うな ものが挙げ られ る。

ア 地域における情報通信基盤 の整備

地域情報圏 の形成のためには,ま ず,そ れ を支 える情報通信基盤 の整

備が基本的な課題 であ り,ま た,そ の効果的な整備 が強 く求め られ てい

る。
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地域における情報通信基盤 の整備は,そ の地域 の独 自の情報 の集積 を

促進 し,そ の情報が集積 され る と,さ らに,新 たな情報の創 出につなが

る。

また,地 域の情報通信基盤 の整備を効果的に進 めるためには,そ の地

域の産業,文 化が集 中 している地域中核都市に,ま ず,通 信設備,情 報

通信 システム,通 信 ソフ ト等の情報通信基盤 を重点的に整備 し,そ の活

用を図る ことが効果 的であ る。地域中核都市 の情報通信機能の向上は,

やがて,そ の地域全体 に波及 し,地 域情報 圏を形成 してい くもの と考え

られ る。

郵政省では,テ レ トピア計画や民活法特定施設の建設 の促進に よ り拠

点都市への情報通信基盤 の整備を進 めてい るが,更 に効果的な整備 を行

うためには,各 種助成手段 の一層の活用が必要 であ る。

イ 通信料金の低廉化

地域情報圏の形成のためには,通 信料金全般の低廉化を図 ることが重

要である。

地域 内の情報 交流 の活発化 を図 るためには,3分10円 の単位料金区域

の拡大等,市 内 ・近距離を中心 とした通信料金の低廉化が望まれ る。

この ような市内 ・近距離の通信料金の低廉化の推進は,地 域情報圏の

情報交流 を容易に し,地 域情報圏 を拡大す るとともに,拠 点都市への情

報の蓄積 を促進する ことが期待 できる。

また,地 域情報圏間 の情報交流 を活発化す るため,遠 距離通信料金の

低廉化について も,一 層 の推進が求め られ る。東京等 の大都市 に集中 し

てい る様 々な情報を,そ の他 の地域が低廉な コス トで入手可能 とす るこ

とに よ り,地 域情報圏の充実が期待 され る。

ウ 地域における人材 の確保及 び育成

重層情報社会が進展す るにつれて,情 報通信分野の人材 に対す る需要
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は一層増大す るもの と考 え られ る。地域情報圏の形成,情 報通信基盤 の

整備 といって も,そ れ を実行するのは,人 間である。地域 におけ る情報

通信分野 の人材の確 保及び育成が課題 とな ってい る。

例 えば,情 報通信 ネ ットワー ク等を構築す るため の,シ ステ ム ●エ ン

ジニアや プログラマー等 の専 門家は,東 京 ・大阪等 の大都 市圏に集中 し

てお り,そ の他の地域 との間には大 きな格差 が生 じている(第2-3-

1図 及び第2-3-2図 参照)。

地域 の情報通信基盤を整備 し,通 信業や情 報サー ビス業 を各地 域で発

展 させ ることによ り,地 域 に情報通信分野の人材を増や し,定 着 させ,

人材 の格差を 縮小 させ る 必要が ある。 また,そ れ ぞれ の 地域に おいて

も,情 報通信分野 の人材育成のた めの研修 施設 の整備や人材を定着 させ

るための魅力あ る町づ く りを進めてい く必要がある。

第2-3-1図 情報サー ビス業における地域別

システ ム ・エンジ=ア の比率

(62年)

特定 サービス産業実態調査(通 商産業 省)に よる。
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第2-3-2図 情報サー ビス業における地域別

プ ログ ラマーの比率(62年)

特定サー ビス産業実態 調査(通 商産 業省)

に よる。

工 地域の情報発信機能の充実

地域情報 圏の形成 にとって,そ の地域の情報 の集積が重要であ ること

は,既 に触れ たが,地 域情報 圏の一層の充実 のためには,地 域の情報 を

他の地域へ発信す る機能を充実 させ ることが 重要であ る。

各地域の情報発信量(地 域 内向け も含む)を 地域別情報流通セ ンサ ス

に よ り県別にみる と,最 も情報発信量 の少ない佐賀県は,最 も情報発 信

量 の多い東京都 の1.9%(62年 度)の 情報が発信 され ているにす ぎない。

特 にこの格差 は,電 話,デ ータ通信等の電気通信 メデ ィアにおいて顕著

であ る。

各地域 の情報発信機能 を充実 させ ることは,地 域 の社会経済活動 の活

性化を促 し,地 域情報 圏におけ る情報 交流を一層充実 させ,こ の ような

地域間の格差 を是正する ことに資す るもので ある。
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(2)全 国規模 の情報圏の充実に向けて

全国規模 の情報圏 は,既 に,形 成 され,現 在は,そ の充 実が期待 され

て お り,そ れ を支 える情報通信基盤 には多様化 ・高度 化が求め られ てい

る。

そ のための課題 を挙げてみ る。

ア 電気通信分野での競争条件 の整備

60年 の通信分野に おけ る制度改革 以来,電 気通信分野 には,多 数の新

事業者 が参入 してい るが,そ の多 くは最近にな って事業 を開始 した もの

が多い。

全 国規模 の情報 圏の充 実のため には,こ れ ら新事業者 とNTTと の競

争条件 を整備 し,市 場 での競争 を通 じ,よ り一 層の良質か つ低廉 な通信

サー ビスの提供が今後の大 きな課題であ る。

このよ うな通信サ ービスの充実を図 るためには,新 事業者 とNTTと

の公正かつ有効な競争が可能 とな るよ う,NTTと 新事業者 の相 互接続

の円滑化,NTTの 交換機 のデ ィジタル化の促進及 び技術 ・ネ ットワー

ク情報 の開示及び内部相互補助 の防止 等を行 うことが 求め られ ている。

また,新 事業者は,足 回 り回線 として,NTTの 市 内 ・近距離 回線を

利用 してい る。従 って,市 内 ・近距離料金の低廉化 は,そ の まま新事業

者 の利用料金の低廉化 とな り,有 効競 争条件 の整備 に資す る も の で あ

る。

イ 通信 の安全性 ・信頼性 の確保

電気通信網 の障害に対 しては,通 信事業者は現在,障 害情 報 システム

の導入,バ ックア ップ回線 の設定等 によ り対 応 してい るが,い まだ万全

では ない。

また,大 規模な自然災害 に対す る通信網 の耐災害性 も依然低 く,電 気

通信の安全性 ・信頼性の確保が求め られ てい る。
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現在,電 話,デ ー タ通信等 の電気通 信網は,一 層複雑 に全国に張 りめ

ぐらされ,常 時大量 の情報伝送が行 われる ようにな っているが,こ れ ら

の通信網 が高度化 し,社 会 の中枢神経網 としての役割 が重要にな るにつ

れ,通 信網 の障害等 に よる情報の途絶 は,社 会に対 し,甚 大な影響 を及

ぼす こととなる。

59年11月 に発生 したNTT世 田谷電話局 ケーブル火 災事故は,当 該地

域の一般加入電話約89,000回 線 及びデータ通信回線 ・専用回線約3,000

回線 を不通 に し,多 数 の住民 の生活 に影響を与えた。 また,当 該地域 の

全国200以 上 の支店 を結ぶ銀行のオ ンライ ンが不通 となるなど,社 会的

に も大 きな支障を与 えた。

また,無 線通信の分野においては,社 会生 活全般へ の無線利用の拡大

に伴い,不 法無線局等に起因す る混信 ・妨害への対応が強 く求め られて

いる。

不法無線局 とは,電 波法に基づ く免許を受けず に開設 され た無線局 で

あ り,63年4月 か ら9月 に確認 された不法無線局は,全 国で8,059件 に

上る。 これ らの不法無線局か ら発射 された電波は,一 般家庭のテ レビや

ラジオの受信に障害 を与 えた り,警 察や消防等の重要無線通信に混信 ・

妨害 を与 えてお り,特 に最近は電波 ジ ャック等の意 図的かつ悪質な妨害

も発生 してい る。不法無線局については,電 波監視等 によ り捕捉 を行い,

告発 や行政指導を行 ってい る(第2-3-3図 参照)。

ここ数年 急増 しているのは,不 法 コー ドレス電話 であ り,63年7月 の

調査によると,輸 出用機器や規格外の外 国製機器 を中心に,全 国各地で

86種 とい う多数の不法 コー ドレス電話 の販売が確認 されてい る。

これ らの不法無線局に対 し,郵 政省では,電 波法の改正等 による製造 ・

販売段階 での規制や取締 りの強化,電 波法違反防止 旬間を設定 して,電

波利用者等へ の周知活動 に よ り対処 してきたが,今 後・よ り高度な移動
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第2-3-3図 不法 無線局 の内訳(62年 度)

不 法ア マチ ュア無 線
4.1%

不 法 コー ドレス電話
8.0%

体通信 の登場な ど,無 線通信は ます ます多様 に活用 されてい くことが予

想され,不 法無線局 の撲滅 のため,よ り一層積極的に対応 してい くこと

が必要 であ る。

ウ テ レピジ ョソ放送 の安定的提供

全国規模の情報通信基盤 の多様化 ・高度化が進展す る一方,一 部の地

域 では,テ レビジ ョン放送 の都市受信障害地域や辺地難視聴地域が今な

お存在 してお り,こ れ ら難視聴地域 の解消が求め られてい る。

都市受信障害につ いては,残 存世帯数 の地域別内訳をみ ると,都 市化

の進展 の著 しい 首都圏の占める割合が 高 く(第2-3-4図 参照),受

信障害 は更に広域化,複 合化する ことが予想 され る。 このため,現 在,

解消手段 として一般 的に取 られ ているCATV施 設 のほか,SHFテ レ

ビジ ョン放送 局,電 波吸収体等を普及,開 発す るこ とが必要であ る。

また,辺 地難視聴世帯数は,全 国でNHK約10万 世帯,民 放約40万 世
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中京 圏
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都市受信障害世帯数の地域別内訳(60年 度)
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帯(62年 度末)と 推定されてお り,ま た,都 市受信障害の残存世帯数は,

約67万 世帯 と推定 され てい る。

辺地難視聴について は,難 視聴地域の衛星放送受信の普及を,ま た,

民放 の辺地難視聴 については中継局の置 局の促進を一層推進 してい く必

要が ある。

衛星放 送につ いては,現 在,約140万 世帯(平 成 元年3月 末現 在)に

視聴 され てお り,衛 星放送 を安定的に行 うため の信頼性の向上のために

は,放 送衛星に必要な 自主技術 の開発及 びそれに伴 う宇宙実証を,今 後

も積極 的に進め る必要がある。

その他,全 国規模 の情報圏及びそれを支 える情報通信基盤の今後 の一

層の充実 を展望す ると,急 増す る電波需要に こたえるための,準 マイ ク

ロ波帯,ミ リ波帯を活用 した周波数資源 の開発,技 術 の波及性が大 きい

電気通信 フロンティア研究開発等の先端的 ・独創的 な技術 の開発 を推進

す る必要が ある。
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(3)世 界規模の情報圏の拡大のために

現在,世 界規模の情報圏 はほぼ形成 されて お り,今 後その拡充 を図 っ

てい くためには,次 の よ うな課題への取組が必要 とされてい る。

ア 国際郵便及び国際電話サ ー ビスの改善

(国際郵便サー ビスの改善)

我 が国 の国際化 の進展に伴い,国 際通信量 は年 々急速 に 増加 し て い

る。 国際郵便においても,そ の取扱数は,大 きな伸び を示 している。

しか し,国 際郵便は,国 際小包を中心 に,54年 か ら増加を続けて いる

民間 クー リエ業 との競争に さらされ てお り,ま た,利 用者か らは,よ り

高 い信頼性,迅 速性,料 金の低廉化を求め られ ている。

国際郵便 は,基 幹サ ービスの一つ として,今 後,料 金 の値下げ,貨 物

追跡 システ ムの導入等 の輸送 システムの高度化,配 送 日数の短縮 等 の改

善 を図 る必要 がある。

さらに,UPU等 を通 じた世界 各国 との協 調や国際協 力に よ り,世 界

的規模での郵便サ ービスの向上や事業 の効率化を図 っていか なけれ ばな

らない。

(国際電話サー ビスの改善)

国際電話については,近 年における円高の進行 に伴 う,海 外諸 国 との

料金格差が指摘 されて きた ところであ るが,54年 以来8次 にわた る料金

値下げに よ り,是 正が図 られ ている。

しか し,我 が国の国際化の進展 に伴い,国 際電話 の重要性 は年 々増 し

てお り,今 後 も一層 の料金の低廉化,サ ービスの質 的な向上が図 られな

ければな らない。

イ 通信 の標準化 の促進

(電気通信方式 の標準化)

世界規模 の情報通信基盤 の形成 に当た っては,各 国 の通 信方式 の標準
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化 を進め る必要 があ り,広 帯域ISDNや 開放型 シ ス テ ム 間相互接続

(OSI)等 コソピュータ間通信 を保障す る世界共通 プロ トコル等の標準化

を進め る必要 がある。

(ハイ ビジ ョンの国際規格 の調整)

ハイ ビジ ョソは ,次 世代 のテ レビジ ョン端末 として期待 されてお り,

世界各国でその実用化に向けて技術開発 が進め られているが,ハ イ ビジ

ョソを世 界的 に発展 させ るためには,技 術開発 とともに,ハ イ ビジ ョン

の規格の国際的 な標準化が必要であ る。

現行の カラーテ レビ方式 の場合,世 界的 に三つのテ レビ方式 に分かれ

たため,国 際間 のテ レビジ ョン伝 送や映像 ソフ トの交換 の際に,テ レビ

方式 の変換を必要 とし,映 像情報 の活発 な国際交流 の妨 げ と なっ て い

る。ハイ ビジ ョソについても,規 格の標準化 はハイ ビジ ョンの発展のた

めの大 きな課題 といえ よ う。

現在,ハ イ ビジ ョンの規格 の うち,ス タジオ(番 組制作)規 格 につい

ては,日 本,欧 州諸国がそれぞれ の方式 を主張 してお り,標 準化は難行

してい る。 ハイ ビジ ョンの規格は,CCIRに おいて,平 成2年 にスタジ

オ規格を標準化す る予定 であるが,こ の問題は各国の産業政策 と深 く関

わ ってお り,ハ イ ビジ ョソの規格 を円滑 に標準化す るためには世界的な

協調が必要 である。

ウ 通 信分野 の国際協調 ・国際協 力の強化

(通信分野 の国際協調 の推進)

我が国の国際化が年々進展 し,世 界規模 の情報通 信基盤を形成 してい

く中で,通 信分野における国際協調 の重要性が増 大 し て い る。我が国

は,UPU,ITU,CCITT等 の国際機関に参加 し,積 極的 な活動を行 っ

てい るが,今 後 も一層 そのよ うな国際機関において,国 際協調 の促進 に

努力 しなければ ならない。
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また,国 際VANの 規格調整問題等 日米間,日 英間な ど二国間 で解決

す る必要があ る個別 課題 も増加 してお り,二 国間の国際協 調につ いても

積極的な対応を図 らねばならない。

(通信分野 の国際協 力の強化)

米国,日 本等 の先進 国 と一部 の開発途上国 との間には,依 然,通 信設

備,技 術水準,人 材等 にお いて,大 きな格差が存在 してい る。

世界的 な情報通信基盤 を発展 させ るためには,自 国の通 信技術 の開発

を進 める一方,通 信相手 国の技術水準 の向上,基 盤 整備 に対 して も積極

的に協 力を行わ なければな らない。

国際通信網 の発達 に よ り,今 や世界 の大部分 の国 ・地域 と の 間 で電

話,テ レックス,電 報等 の国際通信が利用 で き る よ うにな った。 しか

第2-3-5図 世界各国の100人 当た り電話機数(1984年)
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し,電 話機 の100人 当た りの普及台数の場合,例 えば,日 本の約6倍 の

人 口のイ ン ドは,日 本 の約90分 の1に 過 ぎない(第2-2-5図 参照)。

我 が国は,通 信分野の経済面,技 術面,人 材面において,今 後 とも一一

層の国際協力を推進 してい くことが必要 である。

そ の他,重 層情報 社会が進展すればす るほ ど,そ れだけ大 きな問題 と

なる と考え られ る,次 の ような課題につ いて も適切な対応が迫 られてい

る。

まず,不 要電 波障害への対応であ る。

マイ クロエ レク トロニ クス技術 の発展 と情報化 の進展 に伴 い,外 部か

らの電磁波 の影響 を受 けやす く,ま た,そ れ自体不要 な電磁波を発生す

る電子機器が広範 に利用 され るようにな った。そ の結果,不 要電波 に よ

る機器の誤動作等様 々な障害が発生 してお り,社 会問題 となってい る。

このため郵政省は,62年9月,不 要電波に関す る抜本的 な対策 を協議

す るため,関 係省庁,学 識経験者,業 界団体等か らな る 「不要電波問題

対策協議 会」を開催 し,障 害実態 の把握,電 磁環境の調査,測 定法のガ

イ ドライ ン策定及び広報活動等を行 ってい る。

この ように不要電波問題は,情 報化の進展 とともに,早 急かつ総合的

な対策が望まれてお り.郵 政省では,こ のほか,金 融 ・税制上の措置を

講ず る等総 合的 な対策を推進 している。

次に,デ ータ通信における不法行為 の発生が挙げ られ る。

データ通信回線は,通 信回線を介 してコ ソピー一タ とコソピー一タ,

コンピ ュータとデータ端末を結んで行わ れるが,近 年,通 信回線 を通 じ

て,他 人 の コソピ,一 タシステムを不正操作 した り,悪 質なプ ログラム

(い わゆ る コソピ_一 タウィルス)を 他人 のデ ータベース等 に送 り込む

こ とで,プ ログラムの破壊や データを不正入手す る不法行 為の発生が認
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第2-3-6表 情報通信システムに対す る不法行為の事例

分 剰 事 例

不正使用

破 壊

●銀行員が架空 口座を操作(昭 和56年9月)

'パ ソコン教室に訪れた人 の置 き忘れ たパス ワー ドを利用 して,大 学 の

コン ピュータを45時 間にわた り不正 使用(昭 和56年10月)

・回線盗聴に よ りCDカ ー ドの偽造(昭 和57年1月)

●国際デ ータ通信回線 の不正使用(ハ ッカー)(昭 和59年12月)

・ソフ ト会社 のプ ログラマが,担 当す る銀行の テス ト用端末か ら不正デ

ータを入力 し,預 金を不正引出 し(昭 和60年12月)

・パ ソコンネ ッ ト内にウイルスが侵入 し,感 染 した端末のパ スワー ドが

盗用 され る(昭 和63年10月)

・大学で学生に よると思われ るプログラム消去(約2500件)事 件が発生

(昭和59年3月)

・過激派に よる通 信ケーブル切断(昭 和60年11月)

・国際デー タ通信 回線を通 じて コンピェータデー タを破壊(ハ ッカー)

(昭和61年2月)

め られ ている(第2-3-6表 参照)。

郵政省 では,情 報通信ネ ッ トワー クの安全 性 ・信頼性を高め,デ ータ

通信に対す る不法行為 を防止す るための総合的な基準 と して 「情 報通信

ネ ッ トワー クの安全 ・信頼性基準」 を設け,情 報通 信ネ ッ トワー クのセ

キ ー リテ ィ対策の推進 を図 ってい る。

これ らに加 え,今 後 は利用者 に防衛措置 の強化 を呼び掛 け る と と も

に,こ のよ うな行為 の防止技術 の研究開発の促進 に も取 り組む こ とが必

要 である。

2重 層情報社会の進展に向けて

重層情報社会は,郵 便や電話等の全国規模の情報通信基盤 を 基 礎 と

し,世 界に向けた国際郵便や国際電話等の世界規模の情報通信基盤や,

各地域においてはビデオテヅクスやCATVを は じめとする地域の情報
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通信基盤 に支 えられ,進 展 しつつある。

全 国規模 の情報圏は,郵 便,電 話,放 送等 の情報通信基盤 に 支 え ら

れ,既 に形成 されてい るが,利 便性 の向上や多様 なニーズにこた えるた

めに,ISDNの 導 入等 に よる 高度化や サー ビスの 多様化 が 図 られ て い

る。世界規模 の情報圏は,地 域 的な情報交流 の偏在がみ られ る ものの,

国際通 信の進展 とともに発展を続けてお り,国 際郵便や国際電話サ ービ

スの一 層の充実のほか,国 際VAN等 のサー ビスの多様化や高度化 が同

時 に進め られている。

地域情報圏は,各 地域で形成 されてい るが,ま だ顕在化 してい るもの

は少 な く,地 域 内の情報交流 も十分 とはいえない状 況にある。

重層情報社 会の進展 による社会 の発展を図るためには,各 情報圏の発

展 が必要不可欠であ り,特 に,地 域 の発展を促進す るためには地域情 報

圏の進展が大 きな課題 とな ってい る。

全 国規模 の情報圏の進展 のためには,電 気通信分野 におけ る競争 を一

層促進 し,良 質かつ低廉な通信サ ー ビスを提供 してい くとともに,基 幹

通信ネ ッ トワー クの一層の利活用,メ デ ィアの多様化,高 度化 を進め る

反面,そ れに伴 う諸問題 の克服が重要 である。

郵便,電 話をは じめ とす る全国規模 の情報通信 メデ ィアは,社 会 の中

に定着 す るとともにその高度化が図 られてお り,通 信 システムは一層複

雑 さを増 し,利 便性 の向上 の反面,新 たに システムの脆弱性が増大 して

いる。 この ような状況 の中で,通 信網の安全性 ・信頼性 の向上が,今 後

ます ます必要 になる と考え られ,通 信網 の多 ルー ト化や衛 星 通 信 の 利

用,ハ ッカー対策等 の幅広い観点か ら,総 合的 に安全性 ・信頼性 の確保

を図ってい くことが重要であ る。

また,地 震,台 風等の災害に備 えた,防 災用の情報通信 システ ムの一

層の充実を図 る必要があ る。
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電波 利用分野 においては,移 動体通 信をは じめ とす る利用ニーズが増

大 してお り,周 波数資源 の有効活用や 開発 を推進す る とともに,不 法 無

線局対策や不要電波 の防止等 の電波環境 の整備 が重要 となってい る。

世界規模 の情報圏 の進展のた めには,国 際協調,国 際協力 の推進に よ

る世界的な国際通信網 の充実や,多 様化する ニーズ に対応 した各種通信

方式 の標準化 の推進が重要であ る。 また,世 界 における 日本 の役割は年

々高 ま りつつあ り,我 が国か ら世界各国に向けた情報発信 の向上や,日

本の各地域 か ら直接海外 に向けた情報通信基盤 の整備 も重要 な課題 とな

っている。

地域情報圏 の進展 は,と りもなおさず各地域の発展 につ ながる もので

あ り,我 が国全体 の発展 のために とりわけ重要な課題であ る。地域情報

圏の進展 の第一歩は,地 域 内の情報交流 の活発化を図 ることであ り,各

地域 の特性,目 的,規 模 に応 じた情報通信基盤 の整備が喫 緊の課題 であ

る。

地域情報圏 の効果的 な進展にも心がけなけれ ぽな らない。そ のた めに

は,各 地域 におけ る拠点 の整備が重要 であ り,現 在行われてい るテ レ ト

ピア計画,テ レコムプ ラザ,テ レポー ト等 の地域 の情報通信基盤 の整備

は,こ うした考え方 に沿 って行われて お り,各 地域 におい て効果 を上げ

つつある。

また,こ の よ うに地域 の情報通信基盤を整備す ることは,地 域 内の情

報交流の活発化 を促すだけでな く,地 域の独 自情報 の創 出や各地域 の情

報発信能力の向上を通 じて次第に地域 間相互 の情報交流を も活発化 させ

てい くものであ り,我 が国全体 の均衡あ る発展 のために必要不可欠 であ

る。

こ うした地域情報圏 の進展を促進 させ るためには,テ レ トピア計画 の

推進をは じめ とす る各地域 の情報通信基盤の整備に向げて様 々な支援 を
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行 うとともに,情 報 通信基盤を最大限に生かすために,情 報 の ソフ ト面

におけ る体制 の整備や情報通信分野におけ る人材の育成等 の一層の推進

を図 り,利 用の向上 に努め る必要があ る。 また,地 域情報圏には,日 常

的な情報交流を中心 とした生活 レベルの情報圏や経済活動 を中心 とした

広域的 な情報圏 などの様 々な形 態があ り,そ れぞれ の情報圏に必要 とさ

れ る機能 を満たす情報通信基盤 の整備 を図 ることが重要であ る。

以上みた よ うに,重 層情報社会 の進展 のためには,各 情報圏のそれ ぞ

れが,他 とは異 なる課題をかか えてい ることか ら,各 情報圏にふ さわ し

い通信 システ ムの構築や情報 の創 出を図 るとともに,そ れぞれ のニーズ

に合わせた きめ細 かな施策 を展開 してい くことが重要であ る。 また,重

層情報 社会 の各情報圏の均衝 ある発展を図ることが重要で あ り,特 に,

地域情報圏の進展が現在の社会 に=果たす役割 は大 きい。 まだ緒についた

ばか りであ る地域 の情報通 信基盤 の整備をいかに して拡充 し,い か に し

て地域情報圏の形成 に結び付けてい くかが今問われ ている。
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む す び

昭和60年4月1日 に電気通信事業法 が施行 され,電 気通信分野全体 に

競 争原理 が導入 された。

60年 以降,電 気 通信市場には民間企 業の参 入が積極 的 に 行 わ れ,現

在,第 一種電気通信事業者45社,特 別第二種電気通 信事業者25社,一 般

第二種電気通信事業者668社 と多数 の事 業者 が利用者 の多様 な ニーズに

こた え る様 々なサ ー ビスの提供 を行 ってい る。 このよ うに,電 気 通信市

場に競 争原理 を導入す るとい う所期 の目的はひ とまず達成 された といえ

る。 しか し,長 距離系新 第一種電気通信事業者 の電話及 び専用 収入は,

63年 度上半期 で,NTT収 入の1.4%を 占めてい るに過 ぎない な ど,ま

だ本格 的な競争状態 にあ る とはいえない。 また,長 距離系新 第一種電気

通信事業者 は,提 供区域を本州 を中心 に漸次拡大 してい るが,依 然 とし

て21道 県においてはサ ー ビスの提供 が行われていないな ど,現 状 では通

信制度の改革 に よる恩恵は地方 まで完全 に行 き渡 ってい る とは い え な

い。今後 とも競争を一層促進す ることに よ り電気通信市場 を活性化 し,

通信料 金全体 の低廉化を進 める とともに,新 第一種電気通信事業者 のサ

ービス提供地域を拡大 し,通 信制度改革の恩 恵が広 く全国 で受け られ る

よ うにすべ きであ る。

情報化についてみ る と,産 業 では企業 のネ ッ トワー クの普及率 が60年

度の9%か ら62年 度の11・6%へ と,業 務に 占め るデ ータ通信の利用率

が60年 度の11.7%か ら62年 度の15.4%へ とか な りの伸びを示 して いる一

方,家 庭では情 報の装備及び選択面 では進展がみ られ るものの,利 用面

ではあ ま り進展 がみ られない。我 が国 の情報化は産 業を中心に進 展 して

いるものの,家 庭 の情報化は まだその緒 につ いた ところで あ る と い え
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る。今後については,家 庭 の情報 化の進展 のための施策を行 うことによ

り,産 業,国 民生活 の両面において情報化 の利便性を享受で きる ように

す ることが望 まれ る。

一方 ,地 域における情報 化に も進 展がみ られ る。地域振興 における通

信 の重要性 を踏 まえ,モ デル都市 に様 々な二"一 メデ ィアを導入 し,地

域社会の振興に資す る施策であ るテ レ トピア計画は,60年3月 に第一次

指定が行われ て以来,漸 次拡大 され,現 在,70都 市 において,着 々 と地

域 の実情 に応 じた情 報通信 システ ムの構築等,情 報化への取組が進め ら

れている。 また,61年5月 に施行 された民間事業者 の能力の活用 による

民活法施設 について も,テ レコムプラザ等,全 体 で11プ βジェク トが認

定を受 け,事 業化が進 め られてい る。郵便事業 では,現 在,44都 市が郵

トピア構想 モデル都 市に指定 され,DMサ ポー トサ ー ビス等 の新 しいサ

ービスの提供が行 われ,放 送分野では,ハ イ ビジ ョン ・シテ ィ構想のモ

デル都市 として,本 年3月 に13地 域 が指定 され,平 成 元年度以降,ハ イ

ビジ ョンの導 入に着手 され るこ ととなる。

この ように,従 来全 国的規模 で しか とらえ られなか った通信 について

も,地 域 の実情に応 じた施策が地域 の主体性 に よ り行われてお り,先 駆

的な地域 では高度な情報通信基盤 の整備 も進 め られ てい る。言葉 を変 え

れ ば,全 国規模,世 界規模及び地域の情報通信基盤 と,そ れに支え られ

た情報圏が重層的につなが る重層情報 社会が形成 されてい る。63年 は,

重層情報社会 の姿が明 らか にな った年 であるといえ る。

今後,重 層情報社会 はそ の濃 淡はあるに して も,着 実に進展 してい く

と考えられ るが,情 報通信基盤の整備や利用が進み,情 報化が進めば進

むほ ど産業経済の活 性化や国民生活 の向上に大 きく寄与す ることが期待

で きる一方,ハ ヅカー,不 要電波等新 しい影 の問題 も増 大 して くること

を忘れ てはならない。




